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教 育 委 員 会 規 則

鳥取県育英奨学資金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年12月26日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第29号

鳥取県育英奨学資金貸与規則の一部を改正する規則

鳥取県育英奨学資金貸与規則 (昭和35年鳥取県教育委員会規則第５号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中項及び号の細目の表示に下線が引かれた項及び号の細目 (以下 ｢移動項等｣ という｡)

に対応する同表の改正後の欄中項及び号の細目の表示に下線が引かれた項及び号の細目 (以下 ｢移動後項等｣ と

いう｡) が存在する場合には､ 当該移動項等を当該移動後項等とし､ 移動後項等に対応する移動項等が存在しな

い場合には､ 当該移動後項等 (以下 ｢追加項等｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (号の細目の表示を除く｡ 以下 ｢改正部分｣ という｡) を当該改正

部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (号の細目の表示及び追加項等を除く｡) に改める｡
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改 正 後 改 正 前

(奨学資金の貸与)

第２条 奨学資金は､ 次の各号に掲げる区分に応じ､

当該各号に定める要件を備えている者に対して貸与

するものとする｡

(１) 高等学校等奨学資金 次に掲げる要件

ア～ウ 略

エ 県から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受

(奨学資金の貸与)

第２条 奨学資金は､ 次の各号に掲げる区分に応じ､

当該各号に定める要件を備えている者に対して貸与

するものとする｡

(１) 高等学校等奨学資金 次に掲げる要件

ア～ウ 略

エ 他から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受

�����
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附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 公布の日から施行する｡ ただし､ 第３条の改正は､ 平成18年４月１日から施行する｡

(経過措置)

２ 平成18年４月１日前から引き続き奨学資金の貸与を受けている者 (貸与を休止されている者を含む｡) に係

る奨学資金の額については､ 改正後の鳥取県育英奨学資金貸与規則第３条の規定にかかわらず､ なお従前の例

による｡

鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年12月26日
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けていないこと｡

オ 県以外の者から､ 同種類の奨学資金であって

１月当たりの貸与額又は給与額が次条に定める

額以上のものの貸与 (無利子のものに限る｡)

又は給与を受けていないこと｡

カ 略

(２) 大学等奨学資金 次に掲げる要件

ア～ウ 略

エ 県から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受

けていないこと｡

オ 県以外の者から､ 同種類の奨学資金であって

１月当たりの貸与額又は給与額が次条に定める

額以上のものの貸与 (無利子のものに限る｡)

又は給与を受けていないこと｡

カ 略

(奨学資金の額)

第３条 奨学資金の額は､ 次の表に掲げるとおりとす

る｡

けていないこと｡

オ 略

(２) 大学等奨学資金 次に掲げる要件

ア～ウ 略

エ 他から同種類の奨学資金の貸与又は給与を受

けていないこと｡

オ 略

(奨学資金の額)

第３条 奨学資金の額は､ 次の表に掲げるとおりとす

る｡

区 分 金 額 区 分 金 額

略 略

大学等奨学資金
国立又は公立 月額 45,000円

大学等奨学資金
国立又は公立 月額 44,000円

私立 月額 54,000円 私立 月額 53,000円

(連帯保証人等)

第５条の４ 略

２ 略

３ 第１項の保証人は､ 奨学資金の貸与を受けようと

する者及び同項の連帯保証人と生計を別にする者で

なければならない｡

(連帯保証人等)

第５条の４ 略

２ 略



鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第30号

鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則の一部を改正する規則

鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則 (昭和50年鳥取県教育委員会規則第１号) の一

部を次のように改正する｡

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項 (以下 ｢追加項｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (追加項を除く｡ 以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正

後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応

する改正部分が存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正後の欄中様式の表示に下線が引かれた様式を加える｡
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改正後 改正前

(修学奨学金の申込み)

第４条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は､ 高

等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与申

請書 (様式第１号) に､ 次に掲げる書類を添えて､

教育委員会に提出しなければならない｡

(１)及び(２) 略

(修学奨励金の貸与の決定及び通知)

第５条 教育委員会は､ 前条の貸与申請書の提出があっ

たときは､ その内容を審査し､ 修学奨励金を貸与す

べきものと認めたときは､ 貸与の決定をし､ その旨

を本人に通知しなければならない｡

(誓約書及び連帯保証人等)

第６条 修学奨励金の貸与の決定を受けた者は､ 速や

かに､ 連帯保証人及び保証人と連署した誓約書 (様

式第３号) を､ 教育委員会に提出しなければならな

い｡

２ 前項の連帯保証人及び保証人は､ 各１人とする｡

この場合において､ 修学奨励金の貸与の決定を受け

た者が未成年者であるときは､ 連帯保証人は､ 親権

者又は後見人でなければならない｡

３ 第１項の保証人は､ 奨学資金の貸与を受けようと

する者及び同項の連帯保証人と生計を別にする者で

なければならない｡

(修学奨励金の返還債務の履行の猶予)

(修学奨学金の申込み)

第４条 修学奨励金の貸与を受けようとする者は､ 高

等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与願

書 (様式第１号) に､ 次に掲げる書類を添えて､ 教

育委員会に提出しなければならない｡

(１)及び(２) 略

(修学奨励金の貸与の決定及び通知)

第５条 教育委員会は､ 前条の貸与願書の提出があっ

たときは､ その内容を審査し､ 修学奨励金を貸与す

べきものと認めたときは､ 貸与の決定をし､ その旨

を本人に通知しなければならない｡

(誓約書及び連帯保証人)

第６条 修学奨励金の貸与の決定を受けた者は､ 速や

かに､ 連帯保証人と連署した誓約書 (様式第３号)

を､ 教育委員会に提出しなければならない｡

２ 前項の連帯保証人は､ ２人とし､ そのうち１人は､

県内に居住する者でなければならない｡ この場合に

おいて､ 修学奨励金の貸与の決定を受けた者が未成

年者であるときは､ 連帯保証人のうち１人は､ 親権

者又は後見人でなければならない｡

(修学奨励金の返還債務の履行の猶予)
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第11条 修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号のい

ずれかに該当するときは､ 修学奨励金の返還債務の

履行を猶予することができる｡

(１) 高等学校､ 高等専門学校､ 大学又は専修学校

に在学しているとき｡

(２) 略

２ 略

３ 第１項の規定により返還債務の履行の猶予を受け

ようとする者は､ 高等学校定時制課程及び通信制課

程修学奨励金返還猶予申請書 (様式第５号) を教育

委員会に提出しなければならない｡

４ 教育委員会は､ 前項の返還猶予申請書の提出があっ

たときは､ その内容を審査し､ 返還債務の履行を猶

予すべきものと認めたときは､ その猶予を決定し､

その旨を本人に通知しなければならない｡

(修学奨励金の返還債務の免除)

第11条の２ 略

２ 修学奨励金の返還債務の免除を受けようとする者

は､ 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金

返還免除申請書 (様式第５号の２) を教育委員会に

提出しなければならない｡

３ 教育委員会は､ 前項の返還免除申請書の提出があっ

たときは､ その内容を審査し､ 返還債務を免除すべ

きものと認めたときは､ 免除の決定をし､ その旨を

本人に通知しなければならない｡

(届出)

第15条 修学奨励金の貸与を受けている者は､ 次の各

号のいずれかに該当するときは､ 直ちに､ 異動届

(様式第６号) を教育委員会に提出しなければなら

ない｡

(１)～(４) 略

(５) 連帯保証人又は保証人の氏名又は住所に変更

があったとき｡

２ 略

３ 修学奨励金の貸与を受けている者又は受けた者は､

連帯保証人を変更したとき､ 又は連帯保証人が死亡

したときは連帯保証人変更届 (様式第７号) を､ 保

証人を変更したとき､ 又は保証人が死亡したときは

保証人変更届 (様式第７号の２) を教育委員会に提

出しなければならない｡

４ 連帯保証人又は保証人は､ 修学奨励金の貸与を受

第11条 修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号の一

に該当するときは､ 修学奨励金の返還債務の履行を

猶予することができる｡

(１) 高等学校､ 高等専門学校又は大学に在学して

いるとき｡

(２) 略

２ 略

３ 第１項の規定により返還債務の履行の猶予を受け

ようとする者は､ 高等学校定時制課程及び通信制課

程修学奨励金返還猶予願書 (様式第５号) を教育委

員会に提出しなければならない｡

４ 教育委員会は､ 前項の返還猶予願書の提出があっ

たときは､ その内容を審査し､ 返還債務の履行を猶

予すべきものと認めたときは､ その猶予を決定し､

その旨を本人に通知しなければならない｡

(修学奨励金の返還債務の免除)

第11条の２ 略

２ 修学奨励金の返還債務の免除を受けようとする者

は､ 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金

返還免除願書 (様式第５号の２) を教育委員会に提

出しなければならない｡

３ 教育委員会は､ 前項の返還免除願書の提出があっ

たときは､ その内容を審査し､ 返還債務を免除すべ

きものと認めたときは､ 免除の決定をし､ その旨を

本人に通知しなければならない｡

(届出)

第15条 修学奨励金の貸与を受けている者は､ 次の各

号の一に該当するときは､ 直ちに､ 異動届 (様式第

６号) を教育委員会に提出しなければならない｡

(１)～(４) 略

(５) 連帯保証人の氏名又は住所に変更があったと

き｡

２ 略

３ 修学奨励金の貸与を受けている者又は受けた者は､

連帯保証人を変更したとき､ 又は連帯保証人が死亡

したときは､ 連帯保証人変更届 (様式第７号) を教

育委員会に提出しなければならない｡

４ 連帯保証人は､ 修学奨励金の貸与を受けている者
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けている者又は貸与を受けた者が死亡したときは､

死亡届 (様式第８号) を教育委員会に提出しなけれ

ばならない｡

又は貸与を受けた者が死亡したときは､ 死亡届 (様

式第８号) を教育委員会に提出しなければならない｡

様式第１号 (第４条関係) 様式第１号 (第４条関係)

高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与申請書 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与願書

申

請

者

略 出

願

者

略

略 略

以上の記載に相違ありませんので､ 高等学校定時制課程

及び通信制課程修学奨励金の貸与を申請します｡

年 月 日

本 人 氏 名 �

保護者又は後見人 郵便番号

住 所

氏 名 �

鳥取県教育委員会 様

以上の記載に相違ありませんので､ 高等学校定時制課程

及び通信制課程修学奨励金を貸与してくださるようお願い

します｡

年 月 日

本 人 氏 名 �

保護者又は後見人 郵便番号

住 所

氏 名 �

鳥取県教育委員会 様

様式第３号 (第６条関係) 様式第３号 (第６条関係)

誓 約 書

私は､ 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の

貸与を受けるにつきましては､ 鳥取県高等学校定時制課程

及び通信制課程修学奨励金貸与規則を堅く守り､ 学業に励

むことを誓います｡

なお､ 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の

返還債務が生じたときは､ 同規則の規定に従い､ 連帯保証

人及び保証人とともにその責めに任じます｡

年 月 日

本 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

続 柄 本人の

保 証 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

誓 約 書

私は､ 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の

貸与を受けるにつきましては､ 鳥取県高等学校定時制課程

及び通信制課程修学奨励金貸与規則を堅く守り､ 学業に励

むことを誓います｡

なお､ 高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の

返還債務が生じたときは､ 同規則の規定に従い､ 連帯保証

人とともにその責めに任じます｡

年 月 日

本 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

続 柄 本人の

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �
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続 柄 本人の

鳥取県教育委員会 様

続 柄 本人の

鳥取県教育委員会 様

様式第４号 (第９条関係)

(表)

様式第４号 (第９条関係)

(表)

収 入

印 紙 高等学校定時制課程及び通信制

課程修学奨励金借用証書

収 入

印 紙 高等学校定時制課程及び通信制

課程修学奨励金借用証書

一 借用金額

金 円

私は､ 上記のとおり高等学校定時制課程及び通信制課

程修学奨励金の貸与を受けました｡ ついては､ 鳥取県高

等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則の

規定及び裏面高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨

励金返還明細書に従い､ 返還します｡

年 月 日

本 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

私は､ 上記の本人が高等学校定時制課程及び通信制課

程修学奨励金の貸与を受けましたので､ 上記の債務を連

帯して負担します｡

年 月 日

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

私は､ 上記の本人及び連帯保証人が高等学校定時制課

程及び通信制課程修学奨励金の返還義務の履行を怠った

ときは､ その義務を継続履行します｡

年 月 日

保 証 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

鳥取県教育委員会 様

一 借用金額

金 円

私は､ 上記のとおり高等学校定時制課程及び通信制課

程修学奨励金の貸与を受けました｡ ついては､ 鳥取県高

等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則の

規定及び裏面高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨

励金返還明細書に従い､ 返還します｡

年 月 日

本 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

私たちは､ が高等学校定時制課程及び通信制

課程修学奨励金の貸与を受けましたので､ 上記の債務を

連帯して負担します｡

年 月 日

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

鳥取県教育委員会 様
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(裏) (裏)

略 略

様式第５号 (第11条関係) 様式第５号 (第11条関係)

高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金返還猶予申請書

鳥取県教育委員会 様

下記のとおり修学奨励金の返還猶予を申請します｡

年 月 日

決定番号第 号

在学高等学校名又は
本 人

住所及び電話番号

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

保 証 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

記

高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金返還猶予願書

鳥取県教育委員会 様

下記のとおり修学奨励金の返還を猶予してくださるよう

お願いします｡

年 月 日

決定番号第 号

在学高等学校名又は
本 人

住所及び電話番号

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

記

略 略

注 略 注 略

様式第５号の２ (第11条の２関係) 様式第５号の２ (第11条の２関係)

高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金返還免除申請書

鳥取県教育委員会 様

下記のとおり修学奨励金の返還免除を申請します｡

年 月 日

決定番号 第 号

本 人 郵便番号

住 所

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

保 証 人 郵便番号

住 所

高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金返還免除願書

鳥取県教育委員会 様

下記のとおり修学奨励金の返還を免除してくださるよう

お願いします｡

年 月 日

決定番号 第 号

本 人 住 所 郵便番号

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名 �

連帯保証人 郵便番号

住 所
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氏 名 �

記

氏 名 �

記

略 略

注１ 高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課

程を卒業したとき､ 又はこれと同等の事由によ

るときは､ その事実を証する書類を添付するこ

と｡

２ 死亡したときは､ 本人の代わりに相続人の住

所､ 氏名及び本人との続柄を記載するとともに､

その事実を証する書類を添付すること｡

３ 精神又は身体に著しい障害を受けたことによ

るときは､ その事実及び程度を証する診断書を

添付すること｡

様式第７号の２ (第15条関係)

注 添付書類

１ 高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課

程を卒業したとき､ 又はこれと同等の事由によ

るときは､ その事実を証する書類

２ 死亡したときは､ 戸籍抄本及び連帯保証人の

所得証明書

３ 精神又は身体に著しい障害を受けたことによ

るときは､ 診断書及び連帯保証人の所得証明書

保 証 人 変 更 届

鳥取県教育委員会 様

下記のとおり保証人を変更しましたので､ お届けします｡

年 月 日

決定番号 第 号

在学・出身高等学校名

又は住所及び郵便番号

氏 名

記

新保証人

住 所

氏 名

本人との続柄

旧保証人
住 所

氏 名

変 更 の 理 由

本人が負担する高等学校定時制課程及び通信制課程修学

奨励金の返還債務について､ 保証人としての義務を履行し

ます｡

保証人 �

様式第８号 (第15条関係) 様式第８号 (第15条関係)

死 亡 届

鳥取県教育委員会 様

死 亡 届

鳥取県教育委員会 様



附 則

(施行期日)

１ この規則は､ 公布の日から施行する｡

(経過措置)

２ この規則の施行の際､ 現に高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金 (以下 ｢修学奨励金｣ という｡)

の貸与を受けている者 (貸与を休止されている者を含む｡) に係る連帯保証人及び保証人の数については､ 改

正後の鳥取県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与規則 (以下 ｢改正後規則｣ という｡) 第６条

の規定にかかわらず､ なお従前の例による｡

３ 改正後規則第11条第１項の規定は､ 平成18年４月１日以降新たに修学奨励金の貸与を受ける者から適用し､

同日前に修学奨励金の貸与を受けている者については､ なお従前の例による｡

鳥取県立学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成17年12月26日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第31号

鳥取県立学校管理規則の一部を改正する規則

鳥取県立学校管理規則 (昭和51年鳥取県教育委員会規則第９号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡
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下記のとおり修学奨励金の貸与を受けていた者が死亡

しましたので､ お届けします｡

年 月 日

連帯保証人又は保証人 郵便番号

住 所

氏 名

記

下記のとおり修学奨励金の貸与を受けていた者が死亡

しましたので､ お届けします｡

年 月 日

連帯保証人 郵便番号

住 所

氏 名

記

略 略

注 添付書類 死亡の事実を証する書類 注 添付書類 戸籍抄本

改正後 改正前

別表 (第３条関係)

１ 高等学校

別表 (第３条関係)

１ 高等学校

高等学校名 課程名 学科名 修業年限 収容定員 所在地 高等学校名 課程名 学科名 修業年限 収容定員 所在地

鳥取東高等学校
略 略

鳥取東高等学校
略 略

専 攻 科 １ 年 50人 専 攻 科 １ 年 60人



附 則

この規則は､ 平成18年４月１日から施行する｡

教 育 委 員 会 告 示

鳥取県教育委員会告示第30号

平成18年度鳥取県立高等学校専攻科入学者選抜を次の要項により実施する｡

平成17年12月26日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

平成18年度鳥取県立高等学校専攻科入学者選抜実施要項

１ 募集高等学校及び募集生徒数

２ 出願資格を有する者

次のいずれかに該当する者とする｡

(１) 高等学校又はこれに準ずる学校を卒業した者

(２) 学校教育法施行規則 (昭和22年文部省令第11号) 第69条各号のいずれかに該当する者

３ 出願方法

(１) 出願手続

ア 入学志願者は､ 次の書類を志望する高等学校の校長に提出しなければならない｡

(ア) 入学志願書 (各募集高等学校から交付されたもの) に所定の入学選抜手数料に相当する額の鳥取県

収入証紙 (消印をしないこと｡) をはり付けたもの

(イ) 出身高等学校の校長の発行する調査書 (大学受験用の調査書と同様とする｡) 又は高等学校の卒業

資格及び学力を認定するに足る書類
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略 略

倉吉東高等学校

略 略

倉吉東高等学校

略 略

専 攻 科 １ 年 70人 専 攻 科 １ 年 80人

略 略

略 略

米子東高等学校

略 略

米子東高等学校

略 略

専 攻 科 １ 年 50人 専 攻 科 １ 年 60人

略 略

略 略

２ 略 ２ 略

高等学校名 所 在 地 募集生徒数

鳥取県立鳥取東高等学校 鳥取市立川町五丁目210 50人

鳥取県立倉吉東高等学校 倉吉市下田中町801 70人

鳥取県立米子東高等学校 米子市勝田町１ 50人



イ 各募集高等学校の校長は､ 入学志願書等を受理したときは､ 入学志願者に受検証を交付するものとする｡

(２) 出願期間

持参による場合は､ 平成18年４月３日 (月) から同月５日 (水) までとし､ 郵送による場合は､ 簡易書留

とし､ 同月３日 (月) までの消印のあるものに限る｡

(３) 受付時間

午前９時から午後５時まで

(４) 受付場所

各募集高等学校

４ 入学者選抜の方法

入学志願者の提出した書類の審査及び学力検査の結果を総合して行う｡

５ 学力検査の日時等

(１) 日時

平成18年４月10日 (月) 午前９時から (午前８時30分までに集合すること｡)

(２) 場所

各募集高等学校

(３) 学力検査の教科

国語 (国語総合､ 現代文及び古典)､ 数学 (数学Ⅰ・数学Ａ及び数学Ⅱ・数学Ｂ) 及び英語 (英語Ⅰ及び

英語Ⅱ) とする｡ ただし､ 平成17年３月以前に高等学校又はこれに準ずる学校を卒業した者その他の旧教育

課程履修者については､ 国語 (国語Ⅰ及び国語Ⅱ)､ 数学 (数学Ⅰ・数学Ａ及び数学Ⅱ・数学Ｂ) 及び英語

(英語Ⅰ及び英語Ⅱ) とする｡

６ 合格者の発表

平成18年４月13日 (木) 正午に各募集高等学校において合格者の受検番号を掲示する｡

７ 入学者選抜の結果の開示

入学者選抜の結果については､ 鳥取県個人情報保護条例 (平成11年鳥取県条例第３号) 第19条第１項の規定

により､ 口頭で開示を請求することができる｡ なお､ この場合において､ 電話､ はがき等による請求では開示

できないので､ 学生証等写真により本人が確認できるものを持参の上､ 受検者本人が直接各募集高等学校へ請

求すること｡

(１) 開示請求ができる期間

平成18年４月13日 (木) から１月間

(２) 開示する場所

各募集高等学校

８ 注意事項

(１) 提出された書類及び入学選抜手数料は､ 返還しない｡

(２) この要項に関し不明な点は､ 各募集高等学校へ問い合わせること｡

９ 参考事項

(１) 専攻科の授業は､ 精深な程度において特別な事項を教授し､ その研究を指導することを目的として､ 次

の教科を履修させる｡

国語､ 数学､ 外国語 (英語)､ 理科､ 地理歴史､ 公民及び保健体育

(２) 専攻科の修業年限は､ １年とする｡

(３) 専攻科の生徒の学習評価､ 単位認定､ 修了等については､ 各募集高等学校の全日制課程に準ずるものと

する｡
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